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 会 議 録 

会議の名称 平成28年度 第１回環境審議会 

開 催 日 時 平成28年７月６日(水) 13時30分から14時30分まで 

開 催 場 所 田無庁舎３階 庁議室 

出 席 者 

【委 員】勝村委員、松本委員、伊藤委員、石﨑委員、小野委員 

川﨑委員、渡邊委員 

【事務局】松川みどり環境部長、田中環境保全課長、安島主幹、 

貫井主任、椙本主任 

 

【傍聴人】０名       【欠席者】二宮委員、田中委員、 

議 題 

１ 開会 

２ 委嘱状交付 

３ 委員紹介 

４ 会長・副会長の選出 

５ 議題 

(１) 会議の運営について 

(２) 会議録形式の決定について 

(３) 傍聴の取り扱いについて 

(４) 審議内容について 

６ 報告事項について 

７ 閉会 

会議資料の 

名   称 

資料１ 西東京市環境審議会委員・事務局職員名簿 

資料２ 西東京市環境の運営について 

資料３ 西東京市第２次環境基本計画（概要版） 

資料４ 西東京市省エネルギー設置助成交付金 

資料５ 重点プロジェクト１・３取組内容 

記 録 方 法 □全文記録 ■発言者の発言内容ごとの要点記録 □会議内容の要点記録 

会議内容  

１ 開会 

○事務局 

・開会挨拶 

・本審議会について、会長が選出されるまで事務局で進行する。 

２ 委嘱式 

○事務局 

・はじめに市長よりご挨拶を申し上げる。（市長挨拶） 

○事務局 

・西東京市環境審議会委員委嘱状を市長より交付する（委嘱状交付）。 

３ 委員紹介 

○事務局 
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 ・事務局の紹介をする。 

 ・委員の皆様から自己紹介をお願いする。 

○各委員 

 ・自己紹介  

４ 正副会長の選出 

○事務局 

・本審議会の会長、副会長の選出を行いたい。会長の選出について、西東京市環境審議

会規則第２条により、会長及び副会長を委員の互選によりこれを定めることとなってい

る。どなたか会長へのご推薦はあるか。 

○二宮委員 

・勝村氏を推薦する。 

○勝村委員 

・お受けする。 

○事務局 

・他に推薦がなければ、勝村委員に会長をお願いしたいがいかがか。 

○各委員 

・異議なし 

○事務局 

・ご承認をいただいたので、勝村委員に会長をお願いする。 

・勝村会長に就任のご挨拶をお願いする。 

○勝村会長 

・勝村会長の就任の挨拶 

○事務局 

・これからの議事の進行については、勝村会長にお願いする。 

○勝村会長 

・ここから私が進行を務める。引き続き、副会長の選出をする。どなたか推薦する方が

いるか。 

○勝村会長 

・伊藤委員に副会長に推薦したいが、いかがかか。 

○伊藤委員 

 ・お受けする。 

○各委員 

・異議なし 

○勝村会長 

・ご承認をいただいたので、伊藤委員に副会長をお願いする。 

・伊藤副会長に就任のご挨拶をお願いする。 

○伊藤副会長 

・伊藤副会長の就任の挨拶 

５ 議題 

（1）西東京市環境審議会の運営方法について  

○加納会長 

・事務局より説明をお願いする。 

○事務局 （安島） 

・資料の確認 

・西東京市環境審議会の運営について説明 
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・この審議会は、西東京市環境基本条例第 18 条に規定するように、西東京市の環境施策

に関することの調査・審議を行う市長の諮問機関となる。 

・委員は、公募市民委員４名以内、事業者委員２名以内、学識経験者２名以内、関係行

政機関職員２名以内の 10名以内で構成される。 

・委員の任期は２年となり、今回の審議会委員の任期は平成 28 年７月１日から平成 30

年６月 30日となる。 

・会議ご出席１回につき、10,800円の委員報酬をお支払いする。 

○勝村会長 

 ・事務局からの説明に対し、何かご意見、ご質問等あるか。 

○各委員 

・なし 

○勝村会長 

・承認とする。 

（2）会議録形式の決定について 

○勝村会長 

・事務局より説明をお願いする。 

○事務局（安島） 

・西東京市市民参加条例施行規則により、会議の内容は会議録として記録し、公開する

こととなっている。会議録の形式は、①全文記録②発言者ごとの要点記録③会議内容の

要点記録から審議会で選択することとなっている。 

・会議録の正確性を保つため、会議のテープ録音についてご承認をいただきたい。 

○勝村会長 

・何かご意見等あるか。 

・前回までは、発言者の発言者ごとの要点記録でホームページにて公開したが、引き続

きでよいか。 

○各委員 

・異議なし 

○勝村会長 

・発言者の発言者ごとの要点記録で会議録を記録すること、及び会議のテープ録音につ

いて、承認とする。 

（3）傍聴の取扱いについて 

○勝村会長 

・事務局より説明をお願いする。 

○事務局（安島） 

・審議会の傍聴について、西東京市環境審議会傍聴要領により、傍聴人数を決定するこ

ととなっている。他の市の審議会等をみると、５名としているところが多い、本審議会

でも５名というのはいかがか。 

○勝村会長 

・何かご意見等あるか。 

○各委員 

・なし 

○勝村会長 

・傍聴人数について、基本は５名とし、超過した場合その日の会議に諮り対応すること

とする。 

○勝村会長 
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・本日の傍聴希望者はいるか。 

○事務局（安島） 

・本日の傍聴希望者はいない。 

（4）審議内容について 

○勝村会長 

・審議内容について、事務局から説明をお願いする。 

○事務局（安島） 

 ・平成 26 年３月に策定されました「西東京市第２次環境基本計画(後期計画)」では、西

東京市の環境の現状と課題を抽出したうえで、良好な環境を将来の世代に引き継ぐた

め、西東京市の環境の将来像を設定しました。この将来像を実現するために、市では

様々な取組を行っているところです。 

本審議会では、「西東京市第２次環境基本計画（後期計画）」における環境に関する

様々な施策、特に重点プロジェクトにつきまして、事務局からその進ちょく状況等の報

告をいたしますので、それについてのご意見等をいただきたいと存じます。 

 取組の内容及び重点プロジェクトにつきましては、概要版の３・４ページにに記載され

ておりますので、後ほどご確認ください。 

○勝村会長 

・事務局からの説明に対し、何かご意見等ございますでしょうか？ 

（承認を求める） 

○各委員 

・なし 

(5)報告事項について 

○勝村会長 

 ・事務局より、報告を求めます。 

○事務局（安島） 

 ・平成 27 年度第２回環境審議会会議録についてでございます。事前にご確認いただき修 

正、ご意見等はございませんでした。 

○勝村会長 

 ・事務局からの会議録の報告に対し、何かご意見等ありますでしょうか。 

○各委員 

・なし 

○勝村会長 

・平成 28 年度 省エネルギー設備設置助成について事務局より報告を求めます。 

○事務局（安島） 

・本市では昨年度まで温暖化対策として太陽光発電システム設備の設置助成を行ってま

いりましたが、本年度は水に着目し、市民の方向けの節水節湯水栓、事業者向けの節水

型トイレの助成を行うことにいたしました。また、直管型ＬＥＤの普及が遅れているこ

とから、共同住宅の共用部分用の直管型ＬＥＤ照明器具の設置助成も行うことといたし

ました。申請受付は６月から開始しておりまして、申請期限は来年１月 31 日まで。とし

ております。なお、申請は設置工事着手前に行っていただくこととしております。 

○勝村会長 

 事務局からの報告について、何かご意見等ありますでしょうか？ 

○各委員 

・なし 

○勝村会長 
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・続いて、重点プロジェクトの進捗状況について事務局より報告を求めます。 

○事務局（安島） 

・６月 30 日に本年度第１回目の環境保全推進協議会を開催し、重点プロジェクト１及び

３の本年度の具体的取組について、委員の皆様からさまざまなご意見をいただきまし

た。重点プロジェクト１：育てよう、いろんな生物がいる自然！の自然環境観察情報員

プロジェクトについては、「植物だけでなく、鳥やセミの初鳴きなど動物も対象にした

方がよい」、「観察情報員からいつでも情報を提供できた方がよい」、「個人以外に市

内の環境団体も登録できるようにしてはどうか」、「ＳＮＳを使用しない高齢者も多く

の情報を持っているので、情報提供の方法もＳＮＳ以外の方法もあってよい」、「情報

の適正さのチェックも必要ではないか」などのご意見をいただきました。裏面をお願い

いたします。重点プロジェクト３：進めよう、地球温暖化対策！のエコライフ推進プロ

ジェクトについては、「エコライフ調査に協力してくれる市民がいるのか」、「小学生

も対象にし、協力者をエコレンジャーなどと命名してはどうか」、「世田谷区でやって

いるような商品券などの見返りやインセンティブがないと難しいか」、「協力者からの

コラムなどを設けてはどうか」などのご意見をいただきました。２の（２）について

は、節水節湯水栓と節水型トイレの助成決定者を対象に、省エネのアンケート調査を行

い、実際の消費エネルギー量の集計を行うこととしております。取組の内容につきまし

ては、平成 27 年度第２回環境審議会でご報告したとおりですが、今月から実際の取組を

開始いたします。 

重点プロジェクト２：減らそう、地球からでる廃棄物！の資源化の推進、資源の有効活

用、ごみの減量化、効率的なごみ処理、広域処理の推進については、西東京市一般廃棄

物処理基本計画に位置づけております。平成 28 年度は一般廃棄物処理基本計画の中間見

直しの年であり、平成 28 年５月に廃棄物減量等推進審議会へ諮問し、現在、進捗状況に

ついて審議しているところでございます。目標に対する達成状況でございますが、達成

と一部達成が大部分を占めておりますがが、事業者に対する方策については、未達成の

部分があるため、それらを含め平成 29 年１月頃に施策の見直しと更なるごみの減量と資

源化に向けた方策を盛り込んだ計画の答申をいただく予定でございます。 

○勝村会長 

・事務局からの報告について、何かご意見等ありますでしょうか？ 

○各委員 

・なし 

○勝村会長 

・続いて、環境マネジメントシステムとカーボン・マネジメントシステムの取組につい

て事務局より報告を求めます。 

○事務局（安島） 

・昨年 10 月から 11 月にかけてフランス・パリで開催された「国連気候変動枠組条約第 21

回締約国会議」いわゆる「コップ 21」におきまして、日本は温室効果ガスを 2030 年度

までに 2013 年度比で 26％削減、地方公共団体を含む「業務その他部門」においては

40％の削減目標としたため、今後、厳しい削減目標が求められてまいります。そこで、

本年度からはこれまでの全職員による省エネの取組は継続してまいりますが、加えて環

境省が提唱するカーボン・マネジメントシステムを導入いたします。このカーボン・マ

ネジメントシステムは庁舎を含む公共施設の低炭素化を図るシステムで、公共施設の省

エネ診断を実施し、設備更新や設備運用の改善を図るとともに、温室効果ガスの計算シ

ステムを導入し、効率化を図っていくものでございます。 

○勝村会長 
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・事務局からの報告について、何かご意見等ありますでしょうか？ 

○各委員 

・なし 

○勝村会長 

・続いて、その他について事務局より報告を求めます。 

○事務局（安島） 

・次回は、来年２月頃を予定しております。近くなりましたら、改めて日程調整をさせ

ていただきます。 

 

６ 閉会 

○勝村会長 

 本日の会議は、以上となります。お疲れ様でした。 

 

以上 


